
１ 午前 7 時 30 分の時点で神奈川県東部、 

横浜市に｢暴風警報｣｢大雪警報｣ 

｢特別警報｣が発令された場合、 

臨時休館とさせていただきます。 

２ 開館中に「注意報」が発令された場合、 

皆さまの安全管理のため、旭区役所と協議

の上、臨時休館または早めの帰宅を 

お勧めする場合があります。 

３ 臨時休館後、天候等の回復により 

「警報」「注意報」が解除された場合、 

遅れて開館することがあります。 

４ 上記の対応については、随時、 

ひなたぼっこホームページで 

お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害時の対応について 

ひなたぼっこでは、利用者の皆さまの安全と施設

の安全管理のため、台風や大雪などの災害時、 

原則として以下のとおり対応いたします。 

ご協力をお願い致します。 
 

ご理解のほど、よろしくおねがいいたします 


